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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公開番号】特開2015-131409(P2015-131409A)
【公開日】平成27年7月23日(2015.7.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-046
【出願番号】特願2014-3142(P2014-3142)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｍ   5/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｍ   5/50     (2006.01)
   Ｂ４１Ｍ   5/52     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｍ    5/00     　　　Ｂ
   Ｂ４１Ｊ    3/04     １０１Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月10日(2017.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材及びインク受容層を有する記録媒体であって、
　前記インク受容層が、下記一般式（１）で表される基を有する無機粒子及びバインダー
を含有することを特徴とする記録媒体。

【化１】

（一般式（１）で表される基は、＊において無機粒子の表面と結合する。上記式において
、Ｘは炭素数１乃至８のアルコキシ基、アリールオキシ基、アセトキシ基、ハロゲン原子
、水素原子、炭素数１乃至８の炭化水素基、又は、－Ｏ－＊である。Ｙは、少なくとも１
つ以上の第１級ヒドロキシル基を含む、２つ以上のヒドロキシル基を有する基である。ｎ
は１、２又は３である。）
【請求項２】
　前記一般式（１）で表される基が、下記一般式（２）で表される基である請求項１に記
載の記録媒体。

【化２】



(2) JP 2015-131409 A5 2017.2.16

（一般式（２）で表される基は、＊において無機粒子の表面と結合する。上記式において
、Ｚは単結合、アミド基、エーテル基、カルボニル基又はエステル基である。Ｙは、少な
くとも１つ以上の第１級ヒドロキシル基を含む、２つ以上のヒドロキシル基を有する基で
ある。ｒは０乃至５の整数である。）
【請求項３】
　前記一般式（１）又は前記一般式（２）におけるＹが、下記一般式（３）で表される構
造を有する請求項１又は２に記載の記録媒体。
【化３】

（一般式（３）において、Ｒ１は水素原子又は炭素数１乃至８の炭化水素基である。ｐ＋
ｑは１以上の整数である。）
【請求項４】
　前記一般式（１）で表される基を有する無機粒子における、前記一般式（１）で表され
る基の含有量が、前記無機粒子の含有量に対して、１質量％以上１５質量％以下である請
求項１乃至３の何れか１項に記載の記録媒体。
【請求項５】
　基材及びインク受容層を有する記録媒体であって、
　前記インク受容層が、下記一般式（４）で表される化合物で表面修飾された無機粒子及
びバインダーを含有することを特徴とする記録媒体。

【化４】

（一般式（４）において、Ｘは炭素数１乃至８のアルコキシ基、アリールオキシ基又はア
セトキシ基である。Ｙは、少なくとも１つ以上の第１級ヒドロキシル基を含む、２つ以上
のヒドロキシル基を有する基である。ｎは１、２又は３である。）
【請求項６】
　前記一般式（４）で表される化合物が、下記化合物１、下記化合物２及び下記化合物３
から選ばれる少なくとも１種である請求項５に記載の記録媒体。
【化５】
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【化６】

【化７】

（上記各式において、Ｒは水素原子又は炭素数１乃至８の炭化水素基である。）
【請求項７】
　前記無機粒子が、気相法シリカ、アルミナ水和物、または気相法アルミナである請求項
１乃至６の何れか１項に記載の記録媒体。
【請求項８】
　前記無機粒子が、気相法シリカである請求項１乃至６の何れか１項に記載の記録媒体。
 
【請求項９】
　前記バインダーが、ポリビニルアルコールまたはポリビニルアルコール誘導体である請
求項１乃至８の何れか１項に記載の記録媒体。
【請求項１０】
　前記ポリビニルアルコール誘導体が、カチオン変性ポリビニルアルコール、アニオン変
性ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、またはポリビニルアセ
タールである請求項９に記載の記録媒体。
【請求項１１】
　前記インク受容層が、カチオンポリマーを含有する請求項１乃至１０の何れか１項に記
載の記録媒体。
【請求項１２】
　前記無機粒子における、一般式（１）で表される基の含有量は、前記無機粒子の含有量
に対して１質量％以上１５質量％以下である請求項１乃至１１の何れか１項に記載の記録
媒体。


	header
	written-amendment

